
厳しい寒さが続きますが、梅のつぼみが春を知らせる季節となりました。

先日の大雪では、訪問時間の調整など利用者様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。

当在宅事業部門は 33台の社用車がありますが、スタッドレスタイヤを付けた車は 10台です。雪の日
は道路状況に合わせた配車と送り迎えで対応したため、訪問時間を遅らせて頂いたり、日時変更をお

願いするなどご迷惑をお掛けいたしました。お陰様で無事訪問させて頂くことが出来ました。

雪国出身の私も横浜暮らしの方が長くなり、大雪に戸惑い、雪かきで翌日は腰が痛くなってしまい

ました。利用者様には適度な運動は必要ですとお伝えしていますが、自分自身も日々の運動が必要と

身に染みて感じました。また、地域によっては停電になった所もあり、災害時の対策について再確認

させて頂く必要性を感じました。

来年度はいよいよ、診療報酬と介護報酬が同時改定となります。入院から在宅医療への移行が促進

され、ますます訪問看護の重要性が高まります。このような機において、当事業所としては、更にご

利用者様、ご家族様が安心して、ご自宅で生活できるよう質の高いケアを提供出来るように努力して

参ります。                    訪問看護ステーション 管理者 宮島佳代

桃の節句も間近となり、寒さきびしかった冬が終わろうとしていますが、皆様いかがお過ごしでし

ょうか。この冬はインフルエンザや風邪が流行り、辛い思いをされた方も多いかと思います。遅れば

せながら、この場をお借りしてお見舞い申し上げます。

私も春がとても待ち遠しいと感じた冬でしたが、訪問の途中、梅の花が咲いているのを見つけたと

きには、春の近さを感じ、とてもほっとした気分になりました。しかし、そう思ったのもつかの間で、

そろそろ杉の花粉が飛ぶのかな、今年の花粉飛散予測はどうなっているのかなと、春が近づけば冬と

は違う心配事が絶えない毎日です。

さて、都筑区医師会ヘルパーステーションも春に向かって歩みだす時期ですが、平成 30 年度の春
は 3 年ぶりに介護報酬改定が行われます。先ごろ、厚生労働省から+0.54％の改定率と公表されまし
た。訪問介護の改定の概要としては、医療・介護の連携の一層の推進や、自立支援・重度化防止の推

進が盛り込まれています。当事業所は、改定の内容を踏まえて、今後もご利用者様によりよいサービ

スの提供を心がけ、職員一同取り組んで参ります。具体的な介護報酬改定事項は、準備が整い次第お

知らせいたします。どうぞ、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

都筑区医師会ヘルパーステーション 管理者 青柳かおる



都筑区医師会訪問看護ステーション  TEL  ０４５－９１３－５１８１ 

都筑区医師会ヘルパーステーション  TEL   ０４５－９１３－３５７７ 

都筑区医師会24時間在宅ケアステーション TEL   ０４５－９１３－３５７７

都筑区医師会居宅支援センター   TEL  ０４５－９１０－６３２7

都筑区医師会福祉用具センター      TEL  ０４５－９１１－６１００ 

都筑区医師会ナーシングホーム      TEL  ０４５－９１３－６３２１ 

看護・介護・福祉用具・24時間在宅ケア

FAX  ０４５－９１１－６７００ 

居宅 

FAX  ０４５－９１０－６５０６

☆☆パソコンから在宅事業部門の活動内容を見ることが出来ます。ぜひご覧下さい☆☆ 

http ://www.tsuzuk i-med.org/wp/center/za i taku_features/

『ヨコハマつづき健康生活ナビ』 の 『在宅事業部門』 からお入り下さい。 


